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別紙－３⑳ （第３評定者）
考査項目 工 種 ａ ａ’ ｂ ｂ’ ｃ ｄ

3.出来形及 橋 梁 □ 評価対象項目の履行状況（評価値）と品質関係の試験結果のばらつきとから判断する。 □ 品質関係の試験
び出来ばえ 補 修 結果が規格値、試験

工 事 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】 基準を超え不適合に
Ⅱ.品質 ※ばらつきの判断は別紙－４参照。 該当する。

別紙－３の作成は別紙－５により行う。

【評価対象項目】
［共 通］
□ １．工事を実施する前に現場調査を十分調査し、実態にあった補修方法を選択し、監督員と協議して行っている

こと確認できる。
□ ２．補修時の天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い、施工していることが確認できる。
□ ３．使用材料の品質及び規格について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
□ ４．施工状況の経過が写真等で確認できる。
□ ５．クラックや破損が無い。
□ ６．その他（理由 ）
［コンクリート補修］
□ ７．ｺﾝｸﾘｰﾄの配合試験及び試験練りを行っており、ｺﾝｸﾘｰﾄの品質(強度、水セメント比、最大骨材粒径、

塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。
□ ８．ｺﾝｸﾘｰﾄ受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。
□ ９．施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固め方法及び養生方法が、定められた

条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中ｺﾝｸﾘｰﾄ等を含む）
□１０．錆汁や鉄筋が露出し錆が確認されている箇所は、確実に錆を落とし、防錆材を塗布して補修している

ことが確認できる。
□１１．鉄筋が錆びて鉄筋断面がやせ細っている箇所は、補強鉄筋が実施されていることが確認できる。
□１２．その他（理由 ）
［塗装補修］ ①当該「評価対象項目」のうち、
□１３．塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確 評価対象外の項目は削除する。

認できる。 ②削除項目のある場合は削除後の評
□１４．ケレンを入念に実施していることが確認できる。 価項目数を母数として比率（％）
□１５．塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用して 計算の値で評価する。

いることが確認できる。 ③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）
□１６．鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていること ／対象評価項目数（ ）

が確認できる。 ④なお、削除後の評価対象項目数が
□１７．塗料の空缶管理について、写真等で確実に空であることが確認できる。 ２項目以下の場合はｃ評価とする。
□１８．塗り残し、ながれ、しわ等がなく塗装されていることが確認できる。
□１９．塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。
□２０．その他（理由 ）
［舗装補修］
□２１．ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の品質が、配合設計及び試験練りの結果又は事前審査制度の証明書類により確認できる。
□２２．プラント出荷時、現場到着時、舗設時毎において、ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の温度管理を記録していることが確認できる。
□２３．舗設後の交通開放が、定められた条件を満足していることが確認できる。
□２４．ｱｽﾌｧﾙﾄの密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
□２５．ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の運搬及び舗設にあたって、気象条件を配慮していることが確認できる。
□２６．その他（理由 ）
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3.出来形及 橋 梁 ［高欄補修］
び出来ばえ 補 修 □２７．アンカーの深さ管理について、設計図書の定めのとおり施工されていることが確認できる。

工 事 □２８．アンカー鉄筋の削孔により、既存地覆鉄筋に支障が無いように事前調査が確実に実施されていることが確認できる。
Ⅱ.品質 □２９．支柱の配置が適切に行われ、レールの通りが良いことが確認できる。

□３０．その他（理由 ）
［支承補修］
□３１．支承の交換に必要な部品等が適正に材料検収され、その記録が整理されていることが確認できる。
□３２．桁のジャッキアップに必要な仮設ブラケット等の撤去後の復旧が適正に実施されていることが確認できる。
□３３．無収縮モルタルについて、事前に品質試験（証明書も可）が実施されていることが確認できる。
□３４．アンカーボルトの削孔長が、設計図書の定めのとおり施工していることが確認できる。
□３５．しゅう座モルタルの仕上げが丁寧であることが確認できる。
□３６．その他（理由 ）
［伸縮装置補修］
□３７．アンカーの深さ管理ついて、設計図書の定めのとおり施工されていることが確認できる。
□３８．アンカー鉄筋の削孔により、床版鉄筋に支障が無いように事前調査が確実に実施されていることが確認できる。
□３９．伸縮装置の遊間管理が、設計図書の定めのとおり行われていることが確認できる。
□４０．製品が錆等により腐食していないことが確認できる。
□４１．その他（理由 ）

● 判断基準

ばらつきで判断可能 ばらつきで

50%以下 80%以下 80%を超える 判断不可能

90 ％以上 a a’ b a’
評

75 ％以上 90 ％未満 a’ b b’ b
価

60 ％以上 75 ％未満 b b’ c b’
値

60 ％未満 b’ c c c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。


